
 

宮城県栗原郡
くりはらぐん

築館町
つきだてちょう

・同郡若 柳 町
わかやなぎちょう

・同郡栗駒町
くりこままち

・同郡高清水町
たかしみずまち

・同郡一 迫 町
いちはさまちょう

 

同郡瀬峰町
せみねちょう

・同郡 鶯 沢 町
うぐいすざわちょう

・同郡金成町
かんなりちょう

・同郡志波姫町
しわひめちょう

・同郡花山村
はなやまむら

の合併 
 

 

【新市の概要】 

１ 新市名 

     栗原市
くりはらし

 

２ 合併の方式 

栗原郡築館町、同郡若柳町、同郡栗駒町、同郡高清水町、同郡一迫町、同郡瀬峰町、同郡

鶯沢町、同郡金成町、同郡志波姫町、同郡花山村を廃し、その区域をもって新しい市を設置

する新設合併とする。 

３ 廃置分合予定日 

平成１７年４月１日 

４ 新市の人口、面積 

市町村名 
住基人口（人）
（H16.3.31） 

国調人口（人）
（H12） 

面積（km2） 
（H14 国土地理院）

人口密度 
（人/km2）

築 館 町  １５，４７３ １５，８６６ ６３．６９ ２４２．９４

若 柳 町  １４，４２３ １４，７１４ ５２．５６ ２７４．４１

栗 駒 町  １３，８６１ １４，１６４ ２４４．３６ ５６．７２

高清水町 ４，４６１ ４，４７０ ２３．４５ １９０．２３

一 迫 町 ９，３７３ ９，５１７ ８７．５８ １０７．０２

  瀬 峰 町 ５，４６６ ５，５１５ ２９．２８ １８６．６８

  鶯 沢 町 ３，１７４ ３，２１８ ３７．２３ ８５．２５

  金 成 町 ８，２６１ ８，３３４ ７８．４５ １０５．３０

  志波姫町 ７，５０５ ７，５４５ ３０．８８ ２４３．０４

  花 山 村 １，５８３ １，６０４ １５８．９０ ９．９６

栗 原 市  ８３，５８０ ８４，９４７ ８０６．３８ １０３．６５

５ 合併の特徴 

（１）事務所の位置 

①新市の事務所の位置は、当分の間、現在の築館町役場の位置（栗原郡築館町薬師一丁目

７番１号）とする。 

 ②新市の事務所の設置方式については、一部分庁方式を含む総合支所方式とする。 

③将来における新市の庁舎建設及び位置等については、住民サービスや利便性、新市の 

財政状況等を考慮し、１０年を目途に新市において検討するものとする。 

（２）議会議員の取り扱い 

①地方自治法第９１条第１項に定める新市の議会議員の定数は、３０人とする。ただし、

新市の設置後最初に行われる選挙により選出される議会議員の任期に相当する期間に

限り、市町村の合併の特例に関する法律第６条第１項に規定する議会の議員の定数に関

する特例を適用し４５人とする。 

②新市の設置後最初に行われる選挙に限り、公職選挙法第１５条第６項及び公職選挙法

施行令第９条の規定を適用し合併前の関係町村の区域ごとに選挙区を設けることとし、

各選挙区の定数は、築館町の区域７人、若柳町の区域７人、栗駒町の区域７人、高清水町

の区域３人、一迫町の区域５人、瀬峰町の区域３人、鶯沢町の区域３人、金成町の区域

４人、志波姫町の区域４人、花山村の区域２人とする。なお、次回の一般選挙では選挙区



を廃止し、新市を１つの区域として選挙を行うものとする。 

（３）農業委員会の取り扱い 

１０町村の農業委員会は、平成１７年７月１９日までは、農業委員会等に関する法律第 

３４条第１項の規定を適用し、新市の農業委員会として存続する。 

①統合後の農業委員会等に関する法律第７条の規定による農業委員会の選挙による委員の 

定数については４０人とする。 

②選挙区については、当分の間農業委員会等に関する法律第１０条の２第２項を適用し合併 

 前の関係町村の区域ごとに選挙区を設けることとし、各選挙区の定数は、築館町の区域 

５人、若柳町の区域６人、栗駒町の区域７人、高清水町の区域２人、一迫町の区域５人、 

瀬峰町の区域２人、鶯沢町の区域２人、金成町の区域５人、志波姫町の区域４人、花山村

の区域２人とする。 

（４）地方税の取り扱い 

地方税について、１０町村差異がないものは、現行のまま新市に引き継ぐ。１０町村で 

差異のあるものは、次のとおりとする。 

①特別土地保有税については、築館町の例による。 

②入湯税については、栗駒町の例による。 

③水利地益税については、廃止する。 

④都市計画税については、地方税法の規定（０.３パーセント以内）により調整する。 

 ただし、新市の都市計画が策定されるまでに限り、合併特例法第１０条の規定を適用 

し課税免除する。 

⑤国民健康保険税については、合併特例法第１０条の規定を適用し不均一課税とする。 

⑥納期については、 ・個人町民税については、築館町の例による。 

・固定資産税については、栗駒町の例による。 

・軽自動車税については、築館町の例による。 

 

（５）地域審議会 

市町村合併の特例に関する法律第５条の４に基づき、新市において合併前の１０町村の 

区域ごとに地域審議会を設置する。 

 なお、地域自治組織については国の制度改正を踏まえ、さらに検討するものとする。 

 

６ 合併の経緯 

H14. 8. 8 栗原地域１０町村が構成町村となり栗原地域合併研究会設立 

H14.10. 1 合併研究会事務局設置 

H15. 2. 5 
合併研究会を解散し、同日、高清水町を除く９町村で栗原地域合併推進協議会 

（任意協議会）を設立 

H15. 3.17 ９町村が宮城県知事より「合併重点支援地域」に指定 

H15. 4.15 高清水町が栗原地域合併推進協議会に参加 

H15. 4.21 高清水町が宮城県知事より「合併重点支援地域」に指定 

H15. 6.24 栗原地域１０町村議会において法定協議会設置議案可決 

H15. 6.30 栗原地域合併推進協議会を解散 

H15. 7. 1 栗原地域合併協議会（法定協議会）設立 

H15. 8. 7 第２回合併協議会において「新設合併」とすることを確認 

H15. 8.28 第３回合併協議会において「合併期日は平成１７年３月１４日」とすることを確認

H15.12.25 第１０回合併協議会において、新市の名称を「栗原市」に決定 

H16. 3.25 第１６回合併協議会において、全協定項目を確認 

H16. 4. 7 第１７回合併協議会において、「新市建設計画」を確認 

H16. 4.21 
第１８回協議会において、「市町村の合併に関する法律の改正があった場合には、
合併の期日を平成１７年４月１日とする」ことを確認 

H16. 6.19 合併協定調印式 



H16. 6.25 
栗原地域１０町村議会において合併関連議案を一斉審議、若柳町を除く９町村議会

では全議案可決されたが、若柳町議会は廃置分合議案を否決 

H16. 7. 7 
若柳町議会が栗原地域９町村との合併の賛否を問う住民投票条例を可決。７月

２５日に住民投票実施が決定 

H16. 7.25 若柳町において住民投票実施。即日開票の結果合併賛成が反対を上回る 

H16. 7.26 
若柳町議会において合併関連議案を再審議、同町議会は廃置分合議案を含む合併

関連議案を可決 

H16. 8. 4 宮城県知事へ廃置分合申請書を提出 

 

７ 議員の定数について 
議 員 定 数 定数特例 

築 館 町 １８人 

若 柳 町 １８人 

栗 駒 町 １８人 

高清水町 １４人 

一 迫 町 １６人 

瀬 峰 町 １６人 

鶯 沢 町 １２人 

金 成 町 １６人 

志波姫町 １４人 

現在の各町ごとの定数 

花 山 村 １０人 

１５２人 

築 館 町  ７人 

若 柳 町  ７人 

栗 駒 町  ７人 

高清水町  ３人 

一 迫 町  ５人 

瀬 峰 町  ３人 

鶯 沢 町  ３人 

金 成 町  ４人 

志波姫町  ４人 

特例中の定数 
（新市の設置後最初に行なわれる

選挙に限り、公職選挙法第１５条

第６項及び公職選挙法施行令第９

条の規定を適用し、合併前の関係

町村の区域ごとに選挙区を設け

る） 

花 山 村  ２人 

４５人 

 

特例期間後の条例定数 ３０人 

 


